
（1）付与日 2026年４月16日

（2）付与する株式の種類及び数

普通株式　　6,649株

※本株式の交付は新株の発行により行います。

※付与するRSUの数は、最も多くなる場合を想定した数として

います。

（3）発行価額 １株につき　1,923円

（4）発行総額

12,787,000円

※付与決議日の前営業日（2026年４月15日）の東京証券取引所

における当社普通株式の終値を乗じた金額としています。

（5）対象者及びその人数
当社取締役　３名

※社外取締役及び非常勤取締役を除きます。

2026年４月16日

各　位

会 社 名　　　Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社

代表者名　　　代表取締役社長　福田　惠一

（コード：219Ａ、東証グロース市場）

問合せ先　　　戦略ファイナンス・ＩＲ室長

　 増田　晃

（TEL．03－6665－8068）

事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の付与に関するお知らせ

　当社は、2026年４月16日開催の取締役会において、当社第10回定時株主総会で決議された「取締役

（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストリクテッド・ストッ

ク・ユニット）制度導入の件」に基づき、当社の取締役に対して、事後交付型リストリクテッド・ス

トック・ユニット（以下「RSU」）を付与することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。

記

１．付与するRSUの概要

２．RSUの付与の目的及び理由

　当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の対象取

締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆

さまと一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度として、事後交付型株式報酬（リス

トリクテッド・ストック・ユニット）制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決

議しました。なお、2026年３月27日開催の第10回定時株主総会において、本制度に基づき、事後交



付型株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、取締役に対し

て年額３億円以内の金銭報酬債権を支給すること、本制度に基づき発行又は処分される当社の普通

株式の総数は年150,000株以内とすることにつき、ご承認をいただいております。

本制度の概要については、以下のとおりです。

＜本制度の概要＞

（１） 本制度の内容

　本制度は、対象取締役に対して、当社が定める数のユニットを事前に割り当て、事前に定める役

務提供期間中、対象取締役として継続して役務提供を行うことを条件として、役務提供期間の終了

後に、権利確定したユニット数に応じて定まる数の当社株式又はこれに代わる金銭を交付する株式

報酬制度です。なお、役務提供期間は、３事業年度以上の取締役会の定める期間といたします。

当社は、役務提供期間終了後、事前に交付したユニットの権利確定に応じ、対象取締役に対して報

酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給

付して、当社株式の割当てを受ける方法により、当社株式を交付します。ただし、対象取締役への

当社株式の交付は、役務提供期間後に行うため、本日の適示開示日時点では、各対象取締役に対し

て当社株式を交付するか否か及び交付する株式数は確定していません。役務提供期間終了後、交付

対象者及び交付株式数が確定した時点で、改めて適時開示を行う予定です。

（２） 退任時の取扱い

　役務提供期間中、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位を

退任した場合には、当社取締役会は、対象取締役に対して割り当てる当社株式の数及び時期を、合

理的に調整することができるものといたします。また、ユニットの割当後から権利確定するまでの

期間中に対象取締役が死亡により退任した場合、報酬の支給時期は当該退任した日より３か月以内

とし、当該対象取締役の承継者となる相続人に対して金銭を支給いたします。

（３） 本制度に基づく株式の交付又は金銭の支給を受ける権利の喪失事由

　対象取締役が役務提供期間中に拘禁刑以上の刑に処せられた場合、破産手続又は民事再生手続開

始の申立て等を受けた場合など一定の事由に該当した場合は、対象取締役は、本制度による当社株

式の割当を受ける権利を取得せず、当該事由が生じた時点をもって、当社株式の割当を受ける権利

は消滅します。

（４） 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い

　対象となる役務提供期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交

換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組

織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認

された場合（ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来す

ることが予定されているときに限る。）は、当社は、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、対象

取締役に対し、当社取締役会が合理的に算定する額の金銭等を当社株式に代えて交付いたします。

以上


